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報報告告事事項項  

２２００２２５５年年度度（（令令和和７７年年度度））  事事  業業  報報  告告  

  

１１．．２２００２２５５年年度度のの事事業業・・活活動動のの総総括括とと対対処処すすべべきき課課題題  

11..  事事業業・・活活動動のの総総括括  

  2025年度は、「支援機関との連携強化」「会員満足度の向上」をテーマに活動を行なった。 

特に以下の点について重点的に取組を行なった。 

 

((１１))支支援援機機関関ととのの連連携携強強化化  

１）静岡県との連携を強化し、ＢＣＰ緊急普及促進事業の受託、令和 7年度中小企業等収益力 

向上補助金審査事業、障害者福祉施設訪問指導事業などを実施した。 

２）金融機関との連携を強化し、飯田信用金庫とビジネスマッチングに関する契約書を締結した。 

３）支援機関に対して会員の専門スキルを周知するため、診断士名鑑の拡張や会員向け 

ホームページのリニューアルを行った。 

 

（（２２））会会員員満満足足度度のの向向上上  

１）企業内診断士向けには、窓口相談業務、プロボノ活動、独立診断士との協業支援など、実務ポ 

イントを取得できる機会を増加した。また、 補助金の審査業務や執筆活動など、副業として受注可

能な業務の機会を拡充した。 企業内診断士のスキル向上を目的とした、実務に役立つセミナーを

開催した。 

２）独立診断士向けには、経営改善計画策定事業（405事業）や早期経営改善計画策定事業（ポス

コロ）など、実務機会の拡大を図った。また、 受託事業における中小企業診断士の謝金単価向上を

図った。 独立診断士（プロコン）を育成するため、専門性の高い講座を開催し、会員のスキル向上

に努めた。 

 

２２．．２２００２２５５年年度度（（令令和和７７年年度度））にに実実施施ししたた具具体体的的事事業業  

２２．．１１  会会  員員  関関  係係  

（（１１））22002255年年度度会会員員異異動動（（敬敬称称略略、、5500音音順順））  

  2024年度期末 232名 

    入会： 兼高崇、鈴木慎一郎、藤井昌明、石川博樹、佐次本啄也、河村匡哉、加藤雄太、 

中島亘一、原千穂、増田善之介、三倉達矢、渡辺敬太、前田桂介、高嶋秀樹、 

         小川翼、曽根雄大、井出幸大、杉保竜弘、千種伸彰、尾﨑育郎、瀬尾佳司、 

         酒井由規乃、福島友裕、小林祐介 (24名） 

転入：橋本 將広、麻木 周太朗、 (2名） 

転出：1名 

退会：6名（健康上の理由、業務多忙など） 
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休会：令和７年度発生の休会無し（海外勤務などの理由） 

2025年度末 251名 （他に休会者 3名） 

 

（（２２））資資格格更更新新支支援援  

2025年 4月 1日～2026年 3月 31日付け更新者の申請書類を受付け、その内容を確認のうえ、

中小企業庁へ送付した（該当者 35名、うち当協会経由で申請手続者 26名）。  

  

（（３３））診診断断士士賠賠償償保保険険集集団団加加入入  

     107名集団加入した。 

    

（（４４））ココンンププラライイアアンンスス規規程程のの周周知知徹徹底底  

        コンプライアンスの周知徹底のため、ＨＰでの掲載及び新規会員加入者に対しては入会時に宣言

を求めている。 

      

２２．．２２  公公  益益  事事  業業  

（（１１））一一般般社社団団法法人人日日本本中中小小企企業業診診断断士士協協会会連連合合会会ととのの連連携携  

 １）1人当たりの会費の内、100人までは 10,000円、101人以上は 15,000円を本部会費として 

納付した。  

        ２）2025年 10月 10日 南関東ブロック会議が山梨県協会主催で開かれた。会議には、清水会長、馬

淵副会長兼専務理事が出席した。連合会の名称変更や全体方針、Kintone利用状況、専門家派遣

など各都道府県協会の活動の報告と、同事業における他協会での状況などについて、情報・意見交

換を行った。 

   ３）診断士手帳を本部から買取り、手帳は全会員に配布した。 

  

（（２２））研研  修修  事事  業業  

  １１））会会員員向向けけススキキルルアアッッププ研研修修  

①総会時研修 

・開催日時 ：2025年 5月 24日（土）15:10～16:45 

・開催場所、方法：静岡県産業経済会館 大会議室 会場形式 

・講師・内容 ：岩崎邦彦様（静岡県立大学教授） 

 「小規模を「強み」に変えるマーケティング」 

・参加者 72名 

 

②第 1回研修 

・開催日時 ：2025年 8月 9日（土）10:00～17:00 

・開催場所、方法：ペガサート会議室 会場形式 

・講師・内容 ：並木政之様（東京都中小企業診断士協会） 

 「DXブートキャンプ for 静岡」 

・参加者 26名 （アンケートでは、満足度平均 8.17、有用性平均 8.61 と高評価であった。） 
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③第２回研修 

・開催日時 ：2025年 12月 20日（土）15:30～17:15 

・開催場所、方法：ペガサート会議室 会場形式 

・講師・内容 ：木下綾子様（東京都中小企業診断士協会） 

 「中小企業診断士が実践する M&A」  

・参加者 48名  （アンケートでは、満足度平均 9.38、有用性平均 8.59 と高評価であった。） 

 

   ２２））実実務務ポポイインントト支支援援  

    診断スキルアップと実務ポイント取得のため、診断実習として 1 コース（６日間）を基本として 

    東部・中部・西部で実施。支援先企業はプロコン講師 6名がそれぞれ依頼して対応した。 

参加者は会員 9名で、合計 26ポイントを付与した。 

 

３３））企企業業内内診診断断士士研研修修会会・・交交流流会会  

①1回目の開催 

・開催日時 2025年 10月 25日（土）14:00～17：15 

・開催方法 えんてつ浜松駅前会議室 

     ・講演テーマ １部「マーケティング計画立案支援 実践編」 

              ２部「参加者自己紹介」 

     ・講  師   １部 道家睦明様（中小機構） 

     ・参加 研修…18名 交流…19名  

 

②２回目の開催 

・開催日時 2026年 2月 14日（土）15:30～17：00 

・開催方法 静岡市産学交流センター 

     ・講演テーマ 「プロコンに聞く、独立開業をふりかえる」 

     ・講  師   柴山幸司先生 髙橋祐貴先生 名倉真史先生 

     ・参加 研修…25名 交流…23名  

 

４４））ププロロボボノノ活活動動  

①日本中小企業診断士協会連合会主催 

会員の企業内診断士に対して診断の機会を提供するために、日本中小企業診断士協会 

連合会の「企業内診断士におけるプロボノ活動の支援に向けた実証実験事業」による経営 

診断実習を、１グループにつき３日間の日程で実施した。 

今年度は、東部地区１グループ、中部地区１グループ、そして西部地区 2グループの 

合計４グループで実施した。 

・東部地区 

熱海市内の飲食業者を対象に、受講者４名、指導員１名で実施した。 

業態転換に伴う新規事業計画の策定を支援した。 

・中部地区 

藤枝市内の食品卸売業者を対象に、受講者４名、指導員１名で実施した。 
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現状分析の深掘りと中期的計画の策定を支援した。 

・西部地区① 

 掛川市内の建築板金業者を対象に、受講者４名、指導員１名で実施した。 

 デジタルマーケティングを活用した顧客獲得策の立案を支援した。 

・西部地区② 

 袋井市内の瓦製造業者を対象に、受講者３名、指導員１名で実施した。 

 既存商品、新規商品の売上向上策の立案を支援した。 

 

②静岡県主催 

会員の企業内診断士に対して診断の機会を提供するために、静岡県協会事業として、 

「プロボノ活動による経営診断実習」を１グループにつき４日間の日程で実施した。 

・グループ１ 

静岡市内の不動産業者を対象に、受講者４名、指導員１名で実施した。 

創業間もない事業者に対する営業戦略の策定を支援した。 

・グループ２ 

静岡市内の飲食業者を対象に、受講者４名、指導員１名で実施した。 

喫茶店の新規開業に向けた計画策定を支援した。 

 

５５））研研究究会会活活動動（（詳詳細細はは後後述述のの研研究究会会別別報報告告書書参参照照））  

     中小企診断士の自己研鑽のため、研究・情報意見交換・交流その他実践活動等の場である 

研究会活動で、当協会の規程に従って実施したものに対して、所定の助成金を支給した。 

    ・対象研究会：11研究会     

    ・助成対象回数：109回 

    

研究会名 代表者 2025年度有効開催回数 

経営戦略研究会 柴山幸司 12回 

経営革新研究会 小杉俊雄 5回 

商業まちづくり研究会 三宅倫代 9回 

マネジメント研究会静岡 秋山一賀 12回 

海外事業展開研究会 早川 昌司 11回 

農業経営研究会 大石育三 12回 

企業内診断士経営研究会 鈴木篤史 11回 

補助金支援研究会 大石育三 12回 

カーボンフリー研究会 大橋昌弘 12回 

災害対策研究会 石井洋之 12回 

しずおか事業承継 M&A研究会 鈴木秀俊 1回 

合計 109回 
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（（３３））各各中中小小企企業業支支援援組組織織・・団団体体・・金金融融機機関関等等ととのの連連携携やや派派遣遣  

  １１））静静  岡岡  県県  

   ①静岡県の中小企業施策に対する支援策の普及に協会及び各会員の活動を通じて協力した。 

なお更新研修では、静岡県の経済産業部商工業局商工振興課長 花嶋慶様及び経営支援課長 

佐野哲様による「新しい中小企業施策について」のご講義をいただき、施策の理解を深めた。 

                                                                                                                            

   ２２））静静  岡岡  市市  

①ビネスト窓口相談員 

静岡市中小企業支援センターが毎週月曜日から土曜日まで開設している経営相談コーナー 

に 5名の会員を派遣している。1名の任期満了に伴う交代会員診断士の 13名の応募があり、 

1名が採用された。 

 

  ３３））公公益益財財団団法法人人静静岡岡県県産産業業振振興興財財団団  

   ①経営相談コーナー 

     公益財団法人静岡県産業振興財団が毎週水曜日に開設している経営相談コーナー（静岡産業 

経済会館 4Ｆ）へ 9名の会員を派遣した。 

   ②専門家派遣事業 

    会員に対し、専門家派遣事業への登録を促進し、事業の効果的遂行に協力した。 

 

   ４４））静静岡岡県県中中小小企企業業活活性性化化協協議議会会  

静岡県中小企業活性化協議会と合同で、「静岡県活性化協議会事業および再生計画勉強会」 

（2026年 2月 26日会場参加者：13名）を実施した。 

静岡県活性化協議会より、事業内容および 2026年度方針、小規模事業者向け再生計画や 

外部補佐人制度等、405事業、Vアップの動向などについて講演頂いた。 

 

   ５５））静静岡岡県県事事業業引引継継ぎぎ支支援援セセンンタターー  

     「静岡県事業承継ネットワーク」の構成員として「静岡県事業承継・引継ぎ支援センター」 

活動に協力した。過去県協会が推薦したエリアコーディネーターも活躍している。 

 

  ６６））静静岡岡県県中中小小企企業業団団体体中中央央会会  

    「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の普及及び審査員として協力した。 

 

   ７７））静静岡岡県県商商工工会会連連合合会会  

   ①小規模企業持続化補助金の普及及び審査員として協力した。 

   ②小規模企業ビジネスパワーアップ支援事業等、会員に対し専門家としての登録を促進し、事業の効

果的遂行に協力した。 

   ③各商工会ではＢＣＰ個別相談会の会場として、協力いただいた。 

 

  ８８））金金  融融  機機  関関  

    信金等主催のビジネス・マッチングフェア（経営相談コーナー設置）が、静岡市のツインメッセ静岡で 
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2025年 10月 22日に開催され、３名の相談員を派遣した。 

当協会独自の相談ブースにて、当協会のＰＲ・情報交換などを行った。 

 

  ９９））静静岡岡県県専専門門事事業業者者団団体体連連絡絡協協議議会会  

        2025年 11月 29日（土）に「くらしの無料相談会」が開催され、会員４名の相談員が対応し、 

１件の相談があった。 

 

  １１００））公公益益財財団団法法人人静静岡岡県県農農業業振振興興社社  

     連携協定を締結している農業振興公社には、7名の会員を専門家として推薦した。 

 

   １１１１））弁弁理理士士会会ととのの情情報報交交換換会会  

2025年 7月 11日の日本弁理士会 東海会との情報交換会に参加し、中小企業診断士業務を

ＰＲした。県協会から 4名参加し、意見を述べた。 

 

１１２２））経経済済団団体体訪訪問問  

2025年 6月 17日に経済団体（静岡県商工会連合会、静岡県中小企業団体中央会、静岡県

産業振興財団、静岡市産学交流センター（B-nest））へ訪問し、各団体の事業などの概要説明や

中小企業診断士との関わりとの情報交換を行った。 

  

（（４４））広広  報報  事事  業業  

    １１））広広報報誌誌のの発発行行  

    「診断士広報しずおか 220号」を 2025年４月に発行した。2024年度の主な協会活動と総括を掲

載した。 

       また、「診断士広報しずおか 221号」を 2025年 8月発行として、更新研修時に配布した。 

 

   ２２））ホホーームムペペーージジのの管管理理、、充充実実  

      当協会の会員専用 HPの全面改訂を実施し、見易さを重視してデザインを行った。今後の更新を 

      複数の担当者が対応できることを想定し、導入事例が多い WordPressのシステムを採用した。 

      また、前年度に導入した診断士名鑑の項目を変更・拡張し、更にセミナー実績情報を加えた。 

 

   ３３））県県協協会会パパンンフフレレッットトのの活活用用  

    外部との接触の際のＰＲツールとして活用した。また入会希望者にも送付し、当協会の 

    概要を知っていただくツールとした。 

 

４４））静静岡岡新新聞聞社社「「静静岡岡ビビジジネネススココンンパパスス」」記記事事ココンンテテンンツツ提提供供  

静岡新聞社ビジネスサイト「静岡ビジネスコンパス」の記事コンテンツの提供協力を通じて、当協会

および中小企業診断士の周知、会員の PRにつなげた。 

 

（（５５））中中小小企企業業診診断断士士のの日日  

      1952年 11月 4日に中小企業診断士の前身となる中小企業診断制度が発足したことを記念して
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11月 4日は中小企業診断士の日とされている。今回は、静岡県中小企業診断士の日として 2025

年 11月 13日（水）に常葉大学静岡草薙キャンパス B201講義室で診断士イベントを開催した。「中

小企業診断士が教える中小企業の経営状況の見方」をテーマとして常葉大学生に対して、講師の

鈴木秀俊氏から講演会を開催した。 

 

①中小企業診断士について（資格・仕事内容の紹介） 

中小企業診断士の資格や役割について紹介 

どんな仕事をしているのかを具体的に紹介 

②中小企業診断士が教える中小企業の経営状況の見方 

中小企業診断士のコア業務である経営診断について 

わかりやすい決算書の見方、分析方法について説明 

  

  （（６６））支支援援事事業業  

    １１））BBeeパパレレッットトふふじじ（（富富士士市市地地域域産産業業支支援援セセンンタターー））  

       Beパレットふじでは、富士市の職員や各団体の協力を得て相談事業を開催している。当県協会

も東部地区において、企業内診断士のために相談員の場を提供するため、参画した。 

       2025年 10月から 2026年 1月までの期間、特設相談日としてＢeパレットふじに中小企業診断士

を派遣した。相談者の多くは、非常に参考になったという感想が多かった。 

  

２２．．３３  理理論論政政策策更更新新研研修修  

第 1回 令和 7年 9月 20日（静岡労政会館） 

新しい中小企業政策 花嶋 慶様 

中小企業の海外展開支援 大槻 恭久様 

中小企業のイノベーション活動支援 道家 睦明様 

修了者人数 147人（2名欠席） 

 

第 2回 令和 7年 10月 4日（アクトシティ浜松） 

新しい中小企業政策 佐野 哲様 

中小企業の伴走型支援 千種 伸彰様 

中小企業のイノベーション活動支援 道家 睦明様 

修了者人数 146人（4名欠席 内 1名は事前連絡の上 第 3回に振替） 

 

第 3回 令和 7年 10月 18日（静岡労政会館） 

新しい中小企業政策 花嶋 慶様 

中小企業の伴走型支援 千種 伸彰様 

中小企業の海外展開支援 大槻 恭久様 

修了者人数 138人 

 

２２．．４４  収収  益益  事事  業業  

（（１１））経経営営革革新新等等支支援援事事業業（（認認定定支支援援機機関関））  
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 経営革新支援機関として「経営改善計画」の策定等を行った。 

１１））経経営営改改善善計計画画策策定定  

  ①405事業の利用申請・・・6件 (内トレーナー・トレーニー制度での実施 2件) 

  ②V-アップ事業の利用申請・・・10件 

22))そそのの他他  

 ・静岡県中小企業診断士協会としての V-アップ事業受託体制の構築として以下を実施した。 

  会員向けの早期経営改善計画勉強会（2025年 12月 20日）の開催実施（会場参加者 18名） 

    

（（２２））専専門門家家派派遣遣  

  １１））静静岡岡県県信信用用保保証証協協会会  

   静岡県信用保証協会から静岡県中小企業診断士協会を通じての案件実施はなかった。 

  ２２））静静岡岡市市卸卸売売市市場場経経営営診診断断業業務務  

令和７年度 中央卸売市場仲卸業者経営診断業務について専門家の推薦依頼があり、 

会員向けに公募したところ 7名の応募があり、先方との協議の結果、担当診断士が決定した。 

 

（（３３））受受託託事事業業  

  １１））静静  岡岡  県県  

①ＢＣＰ緊急普及促進事業受託 

静岡県商工振興課より、企画競争入札（プロポーザル方式）により、ＢＣＰ緊急普及促進事業受託事

業を受託。 

事業継続力強化計画に BCP要素を追加する「差分マニュアル・差分フォーマット」を作成。 

協会員を対象に BCP専門家を公募し、  賀茂地区 21事業者他地域 6事業者に専門家を 

3回派遣。 

②令和 7年度中小企業等収益力向上補助金審査事業 

静岡県商工振興課より、補助金の審査業務を委託。協会員 66名が応募。以下の 4会場に 20名の

審査員を派遣（延 80名） 

6月 7日（土）静岡県産業経済会館 特別会議室 

6月 8日（日）静岡県産業経済会館 特別会議室 

6月 10日（火）静岡県産業経済会館 特別会議室 

6月 11日（水）静岡県産業経済会館 特別会議 

➂令和 7年度中小企業等収益力向上事業費補助金（米国関税対応枠） 

静岡県商工振興課より、補助金の審査業務を委託。協会員 51名が応募。以下の 2会場に 12名の

審査員を派遣 

9月 13日（土） 第１回審査会 静岡県庁 会議室 

11月 15日（土） 第 2回審査会（再募集） 静岡県庁 会議室 

④障害者福祉施設訪問指導事業 

実施内容： 

静岡県障害者政策課の事業を、特定非営利法人オールしずおかベストコミュニティからの 

委託を受け実施した。 
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＜生産性向上事業＞ 

県内の障害者福祉事業所（Ｂ型作業所）を訪問指導するための専門家として会員を派遣した。 

対象：県内 3地区（東部・中部・西部）の各地区 6 ヶ所 

派遣：各事業所 3日 

派遣会員：8名 

＜工賃向上会計処理支援事業＞ 

研修会 

対象：県内 3地区（東部・中部・西部）の各地区 

講師派遣：各地区 1回（全 3回） 

派遣会員：3名 

相談会 

対象：県中部地区 

相談員派遣： 1回 

派遣会員：1名 

窓口相談 

対象：オールしずおかベストコミュニティを通じ障害者福祉事業所（Ｂ型作業所） 

対応期間：令和 7年 8月～令和 8年 3月 

対応会員：1名 

⑤静岡県価格転嫁促進事業（令和７年度価格転嫁促進モデル事業） 

静岡県商工振興課より、令和７年度価格転嫁促進モデル事業を受託し、協会員より支援員を公募。

15事業者×3日間の価格転嫁支援を実施（2025年 7月～2026年 1月） 

支援員を対象に、埼玉県中小企業診断協会 齋藤裕子氏・山田静也氏を招き、第 1回価格転嫁支援
会議の実施（8/7）、第 2回価格転嫁支援会議（1/30）を開催。 

支援企業へのアンケート実施（2/18～25） 

 

２２））静静  岡岡  市市  

①物流効率化事業 

令和 7年度物流の 2024年問題の解決に向けた生産性向上支援業務の委託を受け、窓口相談員を

会員向けに公募したところ、9名の応募があり、先方との協議の結果、5名の担当診断士が決定し

た。事業は 6月 16日から 1月 17日まで行われ、計 83件の相談に対応した。 

②提案事業者の経営診断業務 

廃校等の民間活用に係る提案事業者経営診断業務の委託を受け、対応診断士を会員向けに公募

したところ、13名の応募があり、先方との協議の結果、4名の担当診断士が決定した。令和 7年度

は 6件の診断業務があり、対応した。 

３３））静静岡岡県県生生活活衛衛生生営営業業指指導導セセンンタターー  

・静岡県生活衛生営業指導センターと連携して、相談員の派遣事業を実施。 

・相談員の募集を行い、計 35名の診断士の登録があった。 

・静岡県生活衛生指導センターに申し込みがあった 14社（者）に対して訪問による 

経営相談を行い、延べ 36回支援を実施した。 

   ４４））食食ププロロ（（２２００２２４４年年度度かからら継継続続））  

内閣府が推進する国家戦略・プロフェッショナル検定に合格した、6次産業の新たなビジネスを創出
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するプロフェッショナル講座を一般社団法人神奈川中小企業診断士会と共同開催した。 

参加者 10名（会員 6名） 

  

５５））南南関関東東ブブロロッッククススキキルルアアッッププ研研修修  

本研修は、南関東 6県（東京・神奈川・千葉・埼玉・山梨・静岡）が合同で取り組むスキルアップ企画

であり、今回は静岡県協会が主催した。農業・観光宿泊・資金調達・脱炭素・IoT・BCP といった多岐

にわたる実践テーマを網羅している。第一線で活躍する講師から、支援現場で培われた実務ノウハ

ウを直接学べる貴重な機会となった。 

・開催日時 ：2025年 11月 8日（土）～11月 9日(日) 

・開催場所、方法：三島商工会議所 会議室 会場形式 

・講師・内容 ：清水進矢（静岡県協会） 農業支援 

太田優子（静岡県協会） 観光・宿泊業支援 

川居宗則（東京都協会） 資金調達支援 

高鹿初子（東京都協会） 脱炭素経営支援 

名倉真史（静岡県協会） IoT導入支援 

下田悟（静岡県協会） BCP策定支援 

・参加者 13名（静岡県協会会員 7名） 

アンケートでは、研修内容について、農業・観光・金融・IoT・脱炭素など幅広い分野の第一線で活

躍する講師による、実務的で具体性の高い内容が高く評価された。初心者にも分かりやすい丁寧

な説明で理解が進み、自身の専門外にも関与の可能性を見いだせたとの声が多く、総じて「非常に

有意義で、今後も参加したい」という前向きな評価が中心だった。 

  

２２．．５５  そそのの他他（（会会議議等等））  

  （（１１））総総  会会  

   2025年 5月 24日に、リアル開催で総会を行った。 

   出席 52名、委任状提出 122名、計 174名(在籍者 234名)。 

なお、議事録も監事及び会長が署名し保存。 

  

  （（２２））理理事事会会（（役役員員会会））  

 理事、監事及び相談役で構成する理事会を次のとおり開催し、年間の事業の円滑な遂行に努めた。

なお、議事録も監事及び会長が署名し保存。 

① 6月 14日②8月 2日③10月 11日④12月 20日⑤2月 14日⑥3月 28日⑦4月 18日 

 

（（３３））常常任任理理事事会会  

    会長、副会長、常任理事及び相談役で構成する常任理事会を次のとおり開催し、当面の事業の円滑

な遂行に努めた。またコンセンサスを得るため臨時の常任理事会も多く開催した。 

① 6月 4日②7月 23日③10月 01日④12月 10日⑤2月 4日⑥3月 18日⑦4月 8日 

  

  （（４４））協協会会事事務務局局  

    協会事務局は、年末年始・祝日等を除く平日の 13時から 16時頃の間受付対応を行った。 
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令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
（金額単位：円）

　　　　備備　　　　　　　　　　　　　　　　考考

（１）経常収益

　基本財産受取利息 0 0

　受取会費・入会金 11,243,250 11,243,250 11,440,000 11,440,000 会費・入会金

　研修事業収入 735,537 735,537 300,000 300,000
セミナー・実務ポイント・企業内診断士研修・
研究会支援等

　認定支援機関収入 10,744,297 10,744,297 10,250,000 10,250,000 経営改善計画（４０５・ポスコロ事業）等

　専門家派遣収入 546,410 546,410 410,000 410,000 信用保証協会等

　更新研修収入 2,746,800 2,746,800 2,835,000 2,835,000 更新研修受講料

　その他受託事業収益 19,623,548 19,623,548 15,320,000 15,320,000
静岡県、生衛ｾﾝﾀｰ、物流支援、障害福祉事業所事業支援、
他

　雑収益受取利息 7,819 21,824 29,643 0 0

　その他雑収益 80,097 80,097 0 0

経常収益　計 12,066,703 33,682,879 45,749,582 11,740,000 28,815,000 40,555,000

（２）経常費用

①事　業　費

　診断協会連合会費等 3,026,760 3,026,760 3,100,000 3,100,000 本部会費

　研修事業費 1,610,839 1,610,839 1,536,000 1,536,000
セミナー・実務ポイント支援・企業内診断士研修・
研究会支援等

　広報事業費 1,035,953 1,035,953 540,000 540,000 広報、HP（決算は県協会事業費に含む）

　診断士の日イベント事業費 40,580 40,580 150,000 150,000 講師謝金等

　認定支援機関事業費 8,992,531 8,992,531 9,225,000 9,225,000 経営改善計画（４０５）謝金等（ﾄﾚｰﾆｰ事業）

　専門家派遣事業費 247,500 247,500 0 専門家謝金等（未確定は計上せず）

　更新研修事業費 2,484,748 2,484,748 2,335,000 2,335,000 更新研修事業費、残金本部返納

　その他受託事業費 17,982,229 17,982,229 13,385,000 13,385,000
静岡県、生衛ｾﾝﾀｰ、物流支援、障害福祉事業所事業支援、
他

　県協会事業費 1,340,195 1,340,195 835,000 835,000 総会、理事会、各種会議開催・参加等、PR他

　租税公課 894,400 894,400 500,000 500,000 消費税

事業費小計 7,054,327 30,601,408 37,655,735 6,161,000 25,445,000 31,606,000

②管　理　費 （（管管理理費費のの予予算算はは合合算算でで表表示示））

　役員報酬 261,116 728,884 990,000 1,190,000 役員報酬規程による

　給料手当 694,669 1,939,100 2,633,769 3,935,000 事務局雇用契約、理事業務手当規程による

　法定福利費＋福利厚生費 88,444 246,897 335,341 400,000 社会保険料、通勤費、慶弔費

　交際費 0 0

　会議費 0 事務関係会議

　旅費交通費 140,057 390,963 531,020 700,000 リモート進み減少傾向

　通信費 100,403 280,271 380,674 400,000

　消耗品費 53,262 148,685 201,947 100,000 事務用品

　水道光熱費 13,121 36,628 49,749 60,000

　支払手数料 237,267 662,313 899,580 500,000 会計業務委託、振込・ネットバンキング手数料

　地代家賃 298,856 834,232 1,133,088 1,200,000 ペガサート3階事務所家賃

　リース料 52,918 147,722 200,640 180,000 コピ－複合機等

　保険料 11,889 33,191 45,080 50,000 損害賠償保険料、火災保険料

　租税公課 1,353 3,785 5,138 160,000 契約書印紙

　雑　　　費 6,961 19,439 26,400 3,000 上記に該当しない諸経費、予備費

管理費小計 1,960,316 5,472,110 7,432,426 8,878,000

経常費用　計 9,014,643 36,073,518 45,088,161 40,484,000

当期経常増減額 3,052,060 △ 2,390,639 661,421 71,000

前期損益修正 0

法人住民税 71,000 71,000 71,000 均等分

当期正味財産増減額 3,052,060 △ 2,461,639 590,421 0

一般正味財産期首残高 13,885,443 13,872,000

一般正味財産期末残高 14,475,864 13,872,000

公 益 事 業 収 益 事 業 合合 計計

第第１１号号議議案案

  一一般般社社団団法法人人静静岡岡県県中中小小企企業業診診断断士士協協会会  令令和和７７年年度度収収支支決決算算（（正正味味財財産産増増減減計計算算書書））

令令 和和 77 年年 度度 決決 算算 額額 令令 和和 77 年年 度度 予予 算算 額額

公 益 事 業 収 益 事 業 合合 計計
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（単位：円）
科       目 当年度 前年度 増    減

Ⅰ　資産の部   
　１．流動資産
　　　　現　　金 32,369 2,690 29,679
　　　　預　　金 ( 9,872,972 ) ( 13,689,426 ) ( △ 3,816,454 )
　　　　　当座預金 0
　　　　　普通預金 9,872,972 13,213,276 △ 3,340,304
　　　　　定期預金 0 0
　　　　　振替口座 476,150 △ 476,150
　　　　貯蔵品 198,000 219,000 △ 21,000
　　　　立替金 84,000 84,000
　　　　未収金 6,718,530 1,415,040 5,303,490
　　　　前払費用 34,430 2,220 32,210
　　　　　流動資産合計 16,940,301 15,328,376 1,611,925
　２．固定資産  
　　　　(1) 基本財産 0 0 0
　　　　　　　　　基本財産合計 0 0 0
　　　　(2) 特定資産
　　　　　　　　　特定資産合計 0 0 0
　　　　(3) その他固定資産
　　　　　　　差入敷金・保証金 553,400 553,400 0
　　　　　　　什器備品 0 0 0
　　　　　　　　　その他固定資産合計 553,400 553,400 0
　　　　　　　　　固定資産合計 553,400 553,400 0
　　　　　　　　　資産合計 17,493,701 15,881,776 1,611,925

Ⅱ　負債の部
　１．流動負債
　　　　未払費用 1,215,249 774,300 440,949
　　　　預り源泉税・所得税 912,254 835,033 77,221
　　　　前受金 819,334 316,000 503,334
　　　　未払住民税 71,000 71,000 0
　　　　　　　　　流動負債合計 3,017,837 1,996,333 1,021,504
　２．固定負債
　　　　　　　　　固定負債合計 0 0 0
　　　　　　　　　負債合計 3,017,837 1,996,333 1,021,504
Ⅲ　正味財産の部
　１．一般正味財産 ( 14,475,864 ) ( 13,885,443 ) ( 590,421 )
　　　　(うち基本財産への充当額) 0 0 0
　　　　(うち特定資産への充当額) 0 0 0
　２．指定正味財産 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
　　　　　正味財産合計 14,475,864 13,885,443 590,421
　　　　　負債及び正味財産合計 17,493,701 15,881,776 1,611,925

一一般般社社団団法法人人静静岡岡県県中中小小企企業業診診断断士士協協会会　　貸貸借借対対照照表表
令和８年３月３１日現在
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  　　　　　　　　　　財財　　　　　　産産　　　　　　目目　　　　　　録録

一般社団法人静岡県中小企業診断士協会 （単位　：　円）

　　　　　　　　摘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要 　　　金　　　額

（資　産　の　部）

Ⅰ　流　動　資　産 16,940,301

①現　　　金 （手元有高） 32,369

②普通預金（静岡銀行本店） 6,153,788

③普通預金（静岡銀行本店）収益口座 3,667,876

④普通預金（しずおか焼津信用金庫） 47,758

⑤郵便振替会費口座 3,550

⑥郵便振替更新研修口座 0

⑦郵便振替更新保険口座 0

（診断士バッチ@3000円×66個） 198,000

⑨立　替　金 84,000

⑨未　収　金 （受託費、専門家派遣手数料等） 6,718,530

⑩前　払　費　用　 （理事会会場費） 34,430

Ⅱ　固　定　資　産

⑪差入敷金・保証金 （事務所敷金） 553,400

　　　　　　　　　　　　　　資　　　　産　　　　合　　　　計 17,493,701

（負　債　の　部）

Ⅰ　流　動　負　債 2,034,583

①未　払　費　用 （確定消費税等） 1,215,249

②前　受　金 （405事業・年会費・入会金） 819,334

③預　り　金 （源泉所得税等） 912,254

④未払住民税 （法人住民税） 71,000

　　　　　　　　　　　　　　負　　　　債　　　　合　　　　計 3,017,837

　　　　　　　　　　　　　　差　　引　　正　　味　　資　　産 14,475,864

⑧貯　蔵　品

 　　　　　　　令和８年３月３１日現在
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計計　　算算　　書書　　類類　　にに　　対対　　すす　　るる　　注注　　記記

１．重要な会計方針

 資金の範囲について

 資金の範囲には、流動資産、固定資産及び流動負債を含めている。
 なお、当期末残高は、下記２の記載のとおりである。

 消費税経理は税込み経理

２．次期繰越収支差額の内容は、次の通りである。

科　　　　目 当期末残高（単位：円）

現　　金 32,369

普通預金（静岡銀行） 6,153,788

普通預金（静岡銀行） 3,667,876

　〃　（静岡焼津信金） 47,758

郵便振替会費口座 3,550

郵便振替更新研修口座 0

郵便振替更新保険口座 0

貯　蔵　品 198,000

立　替　金 84,000

未　収　金 6,718,530

前　払　費　用 34,430

敷金・差入保証金 553,400

　以上　資産合計 17,493,701

未　払　費　用 1,215,249

前　受　金 819,334

預　り　金 912,254

未　払　住　民　税 71,000

　以上　負債合計 3,017,837

次次期期繰繰越越収収支支差差額額 14,475,864
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第２号議案 役員改選 

役員候補者(案) 

一般社団法人静岡県中小企業診断士会 

役員選考委員会 

 

総会時配布 
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第第３３号号議議案案  

２２００２２６６年年度度（（令令和和８８年年度度））  事事  業業  計計  画画  （（案案））  

１１－－１１  基基本本方方針針  

静岡県中小企業診断士協会は、会員一人ひとりの専門性と経験を最大限に活かし、充実した活動

ができる環境の整備を推進します。中小企業診断士としてのスキル向上、ネットワークの活性化、実

務機会の拡大を通じて、会員満足度の向上と診断士としての活躍機会の創出を図ります。 

また、商工会、商工会議所、金融機関、自治体などの支援機関との連携を一層強化し、中小企業

診断士が地域企業の経営課題の解決に積極的に関与できる機会を創出します。さらに、地域の支援

ネットワークの中核的な専門家集団として、地域経済の発展に貢献する体制の構築を進めます。 

加えて、2026 年度は「協会業務の DX 化」と「情報発信力の強化」を重点テーマとします。協会運営

におけるデジタル活用を推進し、業務効率化と情報共有の高度化を図るとともに、SNS や Web 媒体を

活用した積極的な情報発信により、中小企業診断士の活動や支援事例を広く社会に伝えていきます。

これにより、地域企業から信頼され、選ばれる専門家集団としての認知度と存在感の向上を目指しま

す。 

本協会は、こうした取り組みを通じて、中小企業診断士の価値を高めるとともに、地域企業の持続

的成長と地域経済の発展に貢献してまいります。 

  

１１－－２２  22002266年年度度  事事業業・・活活動動のの重重点点項項目目  

（（１１））会会員員満満足足度度のの向向上上  

１）企業内診断士の支援強化 

①窓口相談業務、プロボノ活動、独立診断士との協業支援など、実務ポイントを取得できる機会を提

供します。 

②補助金審査業務や執筆活動など、副業として受注可能な業務機会の拡充を図り、企業内診断士

の活躍の場を広げます。 

２）独立診断士の支援強化 

①経営改善計画策定支援事業（405事業）や早期経営改善計画策定支援事業（Vアップ事業）などを

通じて、実務機会の拡大を図ります。 

②独立診断士（プロコン）を育成するため、専門性の高い講座や実践型セミナーを開催し、会員のス

キル向上を支援します。 

  

（（２２））協協会会業業務務のの DDXX化化のの推推進進（（新新規規重重点点項項目目））  

①協会運営におけるデジタルツールの導入を進め、会員情報管理、事業管理、委員会運営などの

業務の効率化を図ります。 

②クラウドサービス等を活用し、会員間の情報共有や資料管理の仕組みを整備し、協会活動の透明

性と効率性を高めます。 

  

（（３３））情情報報発発信信力力のの強強化化（（新新規規重重点点項項目目））  

①協会ホームページや SNSを活用し、中小企業診断士の活動や支援事例、研究会活動などの情報

発信を強化します。 
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②メディアや関係機関への情報提供を積極的に行い、協会および中小企業診断士の認知度向上を

図ります。 

  

２２．．具具体体的的なな事事業業・・活活動動・・実実施施事事項項  

２２－－１１．．公公  益益  事事  業業  

（（１１）） 会会  員員  関関  係係  

2026年 3月 31日現在の会員数 251名に対し、2027年 3月 31日の会員数目標を 270名として

入会促進活動を実施する。 

１１）） 資資格格更更新新支支援援  

令和８年度中の資格更新手続き者に対し、更新手続きの支援を行う。該当会員には、事前予告

など早期準備を促進する。 

２２）） 慶慶  弔弔  

会員の慶弔に対し、規定による慶弔金及び見舞金の支給を行う。 

３３）） 会会  費費  

年会費納付案内にしたがい、６月３０日までに納入していただく。 

年会費についての自動振替制度を導入する。 

年会費未納者（延滞者）に対しては次のような対応をし、未納を防止する。 

・ 11月末日までの未納者に対しては、督促状を送付する。 

・ 3月 20日までの未納者に対しては、退会扱いとする。 

・ 毎年 4月 1日現在に在籍する会員は、当該年度の年会費を納入するものとする。 

・ 年度途中の退会扱いとなっても、定款第 10条の規定により、会費の納付義務は免れない。 

【納付されるまで請求（督促）を行う】 

４４）） 中中小小企企業業診診断断士士賠賠償償保保険険集集団団加加入入  

    協会の所定の事業に担当診断士として関わる会員には、保険加入していただくことを条件とします。 

５５）） ココンンププラライイアアンンススににつついいてて  

引き続き、コンプライアンスについての啓蒙・徹底を図る。 

（（２２）） 支支援援機機関関、、更更新新研研修修参参加加のの非非会会員員等等にに対対しし、、当当県県協協会会ののＰＰＲＲ活活動動  

前年度までは会員向けの協会活動の PRに力を入れてきたが、今年度は各機関訪問時および更

新研修参加者へ、入会案内のアピールを行う。 

（（３３）） 一一般般社社団団法法人人日日本本中中小小企企業業診診断断士士協協会会連連合合会会（（本本部部・・他他都都県県協協会会））ととのの連連携携  

１）１人あたりの会費の内、100人まで 10,000円、101人以上 15,000円を本部会費として 

  納付する。 

２）南関東ブロックの都県協会との連携を図る。（会議・セミナー） 

  また、ブロックを超えた近隣の協会とも連携を強化する。 

３）診断士手帳は、本部から買い取り、時期が来たら会員全員に配布する。 

４）本部の情報システムの利用・活用促進を実施する。 

①マイページの活用 ②メルマガ（企業診断トピックス）の登録促進 

５）その他、本部からの要請事項にも協力していくとともに、相談にも応じていただく。 

 

 

（（４４）） 研研  修修  事事  業業  
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１１）） 会会員員向向けけセセミミナナーー・・研研修修  

会員の希望やニーズに応じ、また当面の事業内容に必要な、スキルアップ研修・セミナーを実

施する。 

  ①開催回数・時期：２回を予定 

②開催方法：リアルまたはハイブリッド研修 

③講師：会員または外部講師 

 

２２）） 実実務務ポポイインントト支支援援  

実務ポイントを希望する会員が指導者となるプロコンの中小企業診断士の経営診断業務にそ

れぞれ同席し、経営課題の相談や助言をしていただくことで、診断先企業から実務ポイントを 1 日

1ポイント付与する仕組みを無償で提供する。 

60ポイント分（1ポイント 5,000円（税込）の講師謝金）を計上する。 

 

３３）） 企企業業内内診診断断士士研研修修・・交交流流  

       企業内診断士を主たる対象とした知識の習得、スキルアップ及び会員同士のコミュニケーション

機会を創出する。 

・企業内診断士を主たる対象として経営コンサルティング（マーケティング、創業支援、 

財務管理、DX支援など）に関する研修を実施する 

・企業内診断士を主たる対象として中小企業診断士活動に関する情報を提供する 

・企業内診断士交流会 

企業内診断士、独立診断士、静岡県協会役員等の交流 

 

４４）） ププロロボボノノ活活動動  

 企業内診断士がコンサルティング実務に従事し、実務ポイントを取得する機会を、無償にて提

供する。  

指導員（プロコン）1 名および企業内診断士概ね 4 名でチームを編成し、診断先企業を訪問のう

え、経営課題に対する診断・助言を行う。  

訪問回数は 3～4回を標準とし、最終報告に先立ち、協会内の品質評価委員会において報告内

容を事前確認するなど、品質担保に努める。  

診断先は、静岡県内の中小企業を対象とし、原則として土日祝日に訪問対応が可能であること

を要件とする（支援機関からの紹介や指導員の顧問先等から選定）。  

実施件数は最大 7 件（日本中小企業診断士協会連合会版：3 件、静岡県版：2 件、フォローアッ

プ：2件）とする。 

 

５５）） 研研究究会会活活動動促促進進、、支支援援（（現現在在 1111：：各各研研究究会会のの計計画画はは後後述述））  

会員の自主的な研究会活動を促進し、診断士としてのスキルアップや知識拡大、 

また研究会活動を通じての中小企業支援を図る。研究会の会員どうしの交流・連携も 

醸成していく。 

当県協会の研究会規程により公認された研究会で、規程の助成金支給要件に合致する 

場合は、１回以上開催した月（ただし１回会員３名以上参加）×3,000円（税込）の 

助成金を年度末に支給する。 
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当協会研究会規程第 3条による（助成金支給の）公認要件。 

①研究会の会員は、協会会員が５名以上である。 

②研究会の会員のうち、協会会員の割合が概ね 7割以上である。 

③代表者は当協会会員である。 

      なお、一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会の「調査研究事業」などに 

応募希望する研究会の支援も行っていく。 

 

６６)) イインンタターーンンシシッッププ型型実実務務補補習習  

資格取得もしくは資格更新のポイント取得のために「インターンシップ型実務補習」を実施する。 

当協会所属のプロコンサルタントが指導員となり、各種診断・助言、事業画策定支援等の 

業務に受講者（中小企業診断士）が同行する。 

１日あたり１ポイントを付与し、１日あたり 12,000円(税込)を受講料とする。 

  

（（５５）） 各各中中小小企企業業支支援援組組織織・・団団体体・・金金融融機機関関ととのの連連携携 

１１）） 静静  岡岡  県県  

静岡県の中小企業施策の普及に会員ともども協力をする。 

  

２２）） 静静  岡岡  市市  

① Ｂ-ｎｅｓｔ窓口相談員 

静岡市中小企業支援センターが毎週月曜日から金曜日まで開設している経営相談コーナー

へ会員を派遣する。土曜日も要請があれば派遣する。相談員の交代の要望があった場合は、

交代会員を募集・選考し、B-nest事務局へ推薦する。 

② その他 

静岡市の中小企業施策の普及に会員ともども協力をする。 

  

３３））公公益益財財団団法法人人静静岡岡県県産産業業振振興興財財団団  

① 経営相談コーナー（実務ポイント対象） 
公益財団法人静岡県産業振興財団が毎週水曜日に開設している経営相談コーナー（静岡県 

産業経済会館 2階）に会員を派遣する。 

② 専門家派遣事業 

会員に対し、専門家派遣事業への登録を促進し、事業の効果的遂行に協力する。 

各案件については静岡県産業振興財団から登録診断士へ直接依頼・打診される。 

  

４４））静静岡岡県県中中小小企企業業活活性性化化協協議議会会 

①同協議会主催の全体会議や認定支援機関向けの行事に出席し、情報交換等を行う。 

②認定支援機関として、４０５事業等の円滑な推進に協力する。 

 

５５））静静岡岡県県内内商商工工会会議議所所  

①各会議所と関係会員との連携を促進し、専門家派遣などにも協力していく。 

②事業協力の要請があれば、鋭意対応していく（収益事業化）。 
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６６）） 静静岡岡県県商商工工会会連連合合会会  

①小規模企業ビジネスパワーアップ支援事業等 専門家派遣事業協力 

会員に対し、専門家としての登録を促進し、事業の効果的遂行に協力する。 

②小規模企業持続化補助金普及協力 

「小規模事業者持続化補助金（小規模事業者支援パッケージ事業）」の普及及び審査員として

協力する。 

  

７７）） 静静岡岡県県中中小小企企業業団団体体中中央央会会  

①ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 

「ものづくり･商業･サービス生産性向上促進補助金」の普及及び審査員として協力する。 

②大会等への出席 

「中小企業団体静岡県大会」等に出席または協賛する。 

③専門家の派遣 

派遣依頼あれば、会員を専門家として紹介し、事業の効果的遂行に協力する。 

  

８８））静静岡岡県県事事業業承承継継・・引引継継ぎぎ支支援援セセンンタターー  

静岡県事業承継ネットワーク構成員として、「静岡県事業承継・引き継ぎ 

支援センター」活動に協力する。 

  

９９））公公益益財財団団法法人人静静岡岡県県農農業業振振興興公公社社（（静静岡岡県県農農業業経経営営相相談談所所））  

会員に対し、静岡県農業経営相談所が実施している専門家派遣事業への専門家登録を、  

公社の事業遂行に即した形で促進するため、会員への情報提供など協力する。 

各案件については公益財団法人静岡県農業振興公社から登録診断士へ直接依頼等される。 

  

１１００））金金  融融  機機  関関  等等  

①相談員派遣 

「しんきんビジネスマッチング」が開催され、経営相談コーナー相談員（若干名）を 

派遣する（実務ポイント対象）。 

②講師または専門家派遣 

金融機関から講師等の依頼があった場合は、会員に対し公募・推薦する。 

金融機関から報酬を収受した会員は、所定の分を協会に事務手数料として納付する 

    （収益事業化）。 

③日本政策金融公庫 

令和元年 10 月に締結した「中小企業の事業継続計画（BCP）策定支援に関する覚書」による

連携事項の推進を図る。 

④静岡県信用保証協会 

連携して中小企業支援を行えるよう、新規会員の紹介等、積極的な情報交換などを行って行

く。 

⑤各金融機関 

金融機関毎の担当営業理事を決めて、定期的に営業活動を通じて 405事業や Vアップ事業、

および中小企業支援活動に繋げていく。 
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１１１１））経経済済団団体体訪訪問問  

新人会員又は希望会員に対し、経済団体訪問を実施する。 

訪問先と協議・調整しながら、可能であれば、静岡県産業経済会館内の経済団体（静岡県  

商工会連合会、静岡県中小企業団体中央会、静岡県産業振興財団、他）および静岡市産学交流 

センター(B-nest)を協会役員等引率のもと、新入会員や希望者等で訪問し、情報交換などを行う。 

  

１１２２））静静岡岡県県専専門門事事業業者者団団体体連連絡絡協協議議会会へへのの参参加加  

静岡県専門事業者団体連絡協議会は、構成団体間（行政書士、宅地建物取引士、 

土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、中小企業診断士）の密接な連携により、その共通する 

事業を行い、中小企業を連携して支援することや地域社会の発展並びに公共福祉の増進に貢献 

するとともに、相互の発展と親睦を図ることを目的としている。 

2026年 7月の協議会には、当番会として役員レベルで対応する。 

また、2026年 11月 28日(土)に「くらしの無料合同相談会」が開催される予定で、２名の会員を 

相談員として公募し派遣する予定（実務ポイント対象）。 

  

１１３３））日日本本弁弁理理士士会会東東海海会会ととのの意意見見交交換換会会  

日本弁理士会東海会と中小企業の知的財産権問題や経営革新計画に関して連携・協力する 

ため、役員レベルで意見交換会を開催予定。 

  

１１４４））富富士士市市地地域域産産業業支支援援セセンンタターー（（ＢＢeeパパレレッットトふふじじ））ととのの連連携携  

企業内診断士の相談対応。Ｂeパレットふじで月 1回（診断士の特設相談日）を設けてもらい、 

相談対応する。 

2026年 6月～2027年 3月の予定で実施する。 

相談対応は中小企業診断士 1名に対し富士市の職員またはよろずコーディネーター、 

商工会議所の経営相談員等が同席し、実務ポイントが付与される。 

  

１１５５））南南関関東東ブブロロッックク会会議議  

南関東ブロック会議(神奈川県当番)に出席する。日時は 2026年 10月頃を予定。 

また、任意で開催される情報交換会にも出席する。  

  

  

（（６６））広広  報報  事事  業業  

１１））広広報報誌誌のの発発行行  

①診断士広報しずおか 222号」を 2026年 5月発行予定（400部） 

・2025年度の協会活動・総括を掲載し、支援団体にも配布。 

②「診断士広報しずおか 223号」を 2026年 9月発行予定（700部） 

・更新研修で会員及び研修参加の非会員にも配布し、県協会への入会を勧誘。 

上述の連携機関や団体にも配布する。 

会員や研究会からの各種原稿も募集強化する。そのため、当事業担当者の増員など原稿募集、
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編集体制を強化する。 

  

２２））ホホーームムペペーージジのの更更新新  

    ・前年度の県協会のホームページ改修に続いて、会員ページを充実させるために改修する。 

 ・診断士名鑑情報を更に精度を上げて、専門性が高い診断士を簡単に検索できるようにする。 

・年 1回以上、診断士名鑑の情報更新を依頼し対応する。 

・会員の情報をお知らせし、ビジネス展開につなげる。 

・当協会について広報すべき内容を随時更新し掲載する。 

  

３３））ママススココミミのの活活用用  

・新聞等マスコミ記事掲載等を利用して、中小企業診断士制度の普及を図る。 

・行政や経済団体、金融機関との連携事業など、露出を期待する。 

  

４４））県県協協会会パパンンフフレレッットトのの活活用用  

・協会案内を活用し、外部との接触機会を利用して、ＰＲ活動を強化する。 

  

（（７７））「「中中小小企企業業診診断断士士のの日日」」事事業業  

平成 28年度に制定された 11月 4日の「中小企業診断士の日」イベントとして、 

「静岡県中小企業診断士フェスタ２０２６」などを開催する。（全国の協会一斉事業） 

中小企業診断士の知名度向上と活動を周知するとともに、地域中小企業に貢献できるような 

事業を行う。 

①開催日時 ：2026年 11月上・中旬 

②開催方法 ：リアルまたはハイブリッドによって実施する。 

③内容や講師：今後会員の皆様のご意見も伺いながら、担当理事や理事会中心に企画する。 

      会員の皆様には当日参加や事業者・支援機関への PRなど協力を依頼する。 

 

２２－－２２．．理理論論政政策策更更新新研研修修  

本年度における理論政策更新研修（中小企業庁から本部経由での受託事業だが、収支差は本

部へ返納するので厳密には当協会の収益は発生しない）は、静岡会場 2 回、浜松会場１回、合計

3回の開催とする。日程は次のとおり予定する。 

（第１回）２０２６年９月５日（土）静岡労政会館 ５階ホール 

（第２回）２０２６年９月１９日（土）アクトシティ浜松 コングレスセンター31会議室 

（第３回）２０２６年１０月３日（土）静岡労政会館 ５階ホール 

 テテーーママはは下下記記ののととおおりりででああるる。。  

   テーマ 1「新しい中小企業政策」 

   テーマ 2「中小企業の伴走支援」 

   テーマ 3「中小企業のイノベーション活動支援」 

   受講定員：各会場 150人予定 

【更新研修実施方法】 

・いずれもリアルのみで行う。 
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・後日、更新研修開催案内は改めて発表するが、一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会 

のホームページから申込みのみの扱いとする。またネット申込方法の案内を適切に行う。 

・会員受付は、一般より 1週間先行して、２０２６年７月２７日（月）から行う予定。 

  

２２－－３３．．収収  益益  事事  業業  

（（１１））経経営営革革新新等等支支援援機機関関（（認認定定支支援援機機関関））活活用用  

１１）） 経経営営改改善善計計画画策策定定事事業業（（４４００５５事事業業））  
経営革新等支援機関として、「経営改善計画」の策定支援を受託する。 

金融機関等からの依頼があった場合は、会員からの公募により、担当者を推薦し、決定する。た

だし、金融機関がトレーナー・トレーニー制度での希望の場合は、診断士協会にて担当するトレー

ナー、トレーニー診断士を決定する。実施担当者に決定した会員は、静岡県中小企業活性化協

議会への報告等、事務処理まで含め遂行していただく。 

 

２２）） 早早期期経経営営改改善善計計画画策策定定事事業業（（VVアアッッププ事事業業））  
経営革新等支援機関として、「早期経営改善計画」（Vアップ事業）の策定支援を受託する。 

以下は、４０５事業と同様の取り扱いとする。 

  

３３））上上記記１１））２２））のの推推進進にに関関ししトトレレーーナナーー・・トトレレーーニニーー制制度度もも活活用用  

トレーナー・トレーニー制度の運用を継続・発展するとともに、支援機関に PRを実施して、 

    トレーニー診断士が受注できる案件の獲得を図る。なお、新規参加希望会員は、随時募集していく。

トレーニー診断士をターゲットとした有料のセミナー、研修会等を企画していく。 

 

（（２２））専専  門門  家家  派派  遣遣  

１１））静静岡岡県県信信用用保保証証協協会会  

静岡県信用保証協会の専門家派遣事業について専門家の推薦依頼を受けた場合対応する。 

・会員に対し担当希望者を公募する。 

・会員からの申込書を受領し、推薦委員会（常任理事等で構成）により、推薦者を内定し、  

信用保証協会に推薦する。信用保証協会と協議して決定することもある。 

・専門家派遣事業終了後、完了報告の写しを協会（事務局）に提出いただき、所定の事務手 

数料を受け入れる。 

・トレーナー・トレーニー制度も活用して行うこともある。 

  

２２））金金融融機機関関（（地地方方銀銀行行、、信信用用金金庫庫））  

金融機関への専門家・講師派遣については以下とする。 

・原則として希望する会員を公募する。 

・推薦委員会（常任理事等で構成）により、推薦者を内定し推薦するか、または応募者名簿を依頼

金融機関に提示し決めていただく。 

状況に応じ協会側と依頼金融機関で協議して決めることもある。 

・専門家または講師派遣事業終了後、担当者は協会（事務局）へ完了報告をしていただき、 

担当会員から所定の事務手数料を受け入れる。 

 



− 36 −

 

３３））全全国国生生活活衛衛生生営営業業指指導導セセンンタターー  

日本中小企業診断士協会連合会が受託して実施する全国生活衛生営業指導センターの専門家

派遣事業について登録専門家の名簿作成の依頼を受けた場合対応する。 

・会員に対し登録希望者を公募する。 

・会員からの申込登録に基づく名簿を作成し、日本中小企業診断士協会連合会に提供する。日本中

小企業診断士協会連合会は必要に応じて登録名簿から担当者を決定する。状況に応じ協会側と

協議して決めることもある。 

・専門家派遣事業終了後、完了報告の写しを協会（事務局）に提出いただき、所定の事務手 

数料を受け入れる。 

  

  ４４））中中小小企企業業支支援援機機関関  

その他中小企業支援機関からの専門家派遣等の依頼に対し、理事会または緊急であれば  

常任理事会の議を経て速やかに対応する。 

  

（（３３））受受  託託  事事  業業  

 １１））静静岡岡県県等等かかららのの受受託託事事業業  

静岡県等からは、中小企業等収益力向上(賃上げ環境整備)事業費補助金 審査・検査事業、価格

転嫁促進支援業務、その他の事業に対し積極的に提案し、理事会または緊急であれば常任理事

会の議を経て対応していく。 

 

 ２２））静静岡岡市市かかららのの受受託託事事業業  

静岡市から、静岡市物流効率化事業の相談対応を行う会員診断士の派遣事業を受託し、静岡市

内の運送事業者に対して補助金や生産性向上等の支援を行う窓口相談業務を予定している。 

その他、静岡市から事業要請に対し、理事会または緊急であれば常任理事会の議を経て対応し

ていく。 

 

 ３３））認認定定ＮＮＰＰＯＯ法法人人オオーールルししずずおおかかベベスストトココミミュュニニテティィかかららのの受受託託事事業業    

認定ＮＰＯ法人オールしずおかベストコミュニティから、県内の障害者福祉事業所  

（Ａ型・Ｂ型作業所）を訪問指導するための専門家として会員を派遣する。 

 

 ４４））静静岡岡県県生生活活衛衛生生営営業業指指導導セセンンタターーかかららのの受受託託事事業業    

静岡県生活衛生営業指導センターから、生活衛生事業者の現場での経営支援に関する事業の  

依頼が予定されており、理事会または緊急であれば常任理事会の議を経て対応していく。 

  

５５））食食ププロロ育育成成事事業業  

一般社団法人神奈川中小企業診断士会と連携し、食プロ育成の事業をおこなっていく。 

 

 ６６））事事業業継継続続力力強強化化計計画画実実効効性性向向上上支支援援事事業業  

経験豊富な中小企業診断士が、認定計画（ジギョケイ）を確認し、  

実施状況を踏まえた具体的で無理のない実効性向上のためのアドバイスを行う。 
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７７））そそのの他他受受託託事事業業  

①国・県・自治体等の競争入札について、その事業内容を精査し、当協会の事業拡大・ 

収益向上につながる事業については、入札参加を検討する。 

 

②中小企業支援機関等からの事業に対し積極的に提案し、理事会、緊急であれば常任理事会で 

協議・検討し受託する。 

 

２２－－４４．．事事業業推推進進体体制制のの整整備備  

（（１１））協協会会事事務務局局  

     協会事務局の受付時間はホームページでご案内する。 

      受付時間外は、原則としてメールで対応する。 

 

（（２２））事事務務局局業業務務おおよよびび理理事事のの各各事事業業業業務務ののシシスステテムム化化ををささららにに推推進進  

    事務局業務全般や理事の各事業業務のシステム化・効率化をさらに図り、将来に向け業務の標準

化を図る。（当協会 BCP とも連動） 

  収益事業受託に当っては、事務業務含む推進体制を計画した上で受託契約する。また、一部 

外部委託することがある場合は、十分に協議し、具体的な契約を締結した上で外注する。 

  

（（３３））協協会会業業務務全全般般ののデデジジタタルル化化のの推推進進  

     当県協会の事務を DX化導入していく。導入している「Kintone」システムを活用し、役員間の情報 

有や共通様式化、スムーズな決裁の流れなどをさらに推進する。具体的には、下記の通りである。 

・Kintoneのアカウントを会員向けに使用権限を設計し、セキュリティを十分考慮して 

 会員向けに公開する。研究会のワークスペースとして活用いただく。 

     ・情報配信は、基本的に Kintone上で行い、当面はメールの配信と併用する。 

・理事の請求業務からの承認業務などは、Kintoneのアプリ上でワークフローを用意し 

      効率化を図っていく。 

 

（（４４））当当協協会会 BBCCPPのの整整備備  

現行の当協会 BCPを、静岡県を中心とした最新の防災情報に合わせ、事務局機能の 

維持なども含めさらに具体化して整備し、機能できるものに更新していく。 

 

（（５５））理理事事会会（（役役員員会会）） 

定款において定められた理事会を、期間中に７回程度開催し（会長が招集）、定款で定められた 

業務や当協会の実務に関する意思決定を行い、事業の円滑な遂行を図る。監事及び相談役の 

同席を求める。議事録には監事が署名する。会長が議長を務め、サポート役として事務局員 

および必要な参考人を招致することもできる。 

オンライン開催または併用での開催も可能とし、情報提供ツールとしてサイボウズも活用する。 

  

（（６６））常常任任理理事事会会  

常任理事会は、理事会の付託を受け、理事会へ上程する案件や内容のとりまとめ、また緊急性

を要し、理事会開催では間に合わない場合などの対応を決定するために会長が招集するもので
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ある。会長、副会長・専務理事（以上定款役職）と常任理事および事務局長（協議・決定内容を直

接事務局も把握・処理するため会長からの要請で出席）で構成し、会務の円滑な遂行のため、必

要に応じ随時開催する。会長はサポート役として事務局員その他必要な参考人を招致することも

できる。 

オンライン開催または併用での開催も可能とし、情報提供ツールとしてサイボウズも活用する。 

 

（（７７））本本議議案案にに記記載載ななきき事事項項のの対対応応  

本議案に記載なき事項が発生した場合は、理事会また急を要する場合には常任理事会にて 

協議し、対応する。 

 

 

以上   
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                                   令令和和８８年年４４月月１１日日かからら令令和和９９年年３３月月３３１１日日ままでで

（金額単位：千円）

　　　　備備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　考考

　　（（ささららにに明明細細はは、、明明細細表表備備考考参参照照））

（１）経常収益

　基本財産受取利息

　受取会費・入会金 1111,,886666 1111,,886666 1111,,444400 1111,,444400 会費・入会金

　研修事業収入 445500 445500 330000 330000
セミナー・実務ポイント・企業内診断士研修・
研究会支援・プロボノ事業等

　認定支援機関収入 88,,225500 88,,225500 1100,,225500 1100,,225500 経営改善計画（４０５・ポスコロ事業）等

　専門家派遣収入 441100 441100 441100 441100 信用保証協会等

　更新研修収入 22,,883355 22,,883355 22,,883355 22,,883355 更新研修受講料

　その他受託事業収益 4400,,551122 4400,,551122 1155,,332200 1155,,332200
静岡県、静岡市、生衛ｾﾝﾀｰ
しずおか焼津信金　他

00 00

　雑収益受取利息 00 00 00

　その他雑収益 00 00 00

経常収益　計 1122,,331166 5522,,000077 6644,,332233 1111,,774400 2288,,881155 4400,,555555

00 00

（２）経常費用 00 00

①事　業　費 00 00

　診断協会連合会費等 33,,228800 33,,228800 33,,110000 33,,110000 本部会費

　研修事業費 11,,885500 11,,885500 11,,553366 11,,553366
セミナー・実務ポイント支援・企業内診断士研修・
研究会支援等

　広報事業費 884400 884400 554400 554400 広報、HP（決算は県協会事業費に含む）

　診断士の日イベント事業費 220022 220022 115500 115500 講師謝金等

　認定支援機関事業費 77,,666655 77,,666655 99,,222255 99,,222255 経営改善計画（４０５）謝金等（ﾄﾚｰﾆｰ事業）

　専門家派遣事業費 2200 2200 00 専門家謝金等（未確定は計上せず）

　更新研修事業費 22,,333355 22,,333355 22,,333355 22,,333355 更新研修事業費、残金本部返納

　その他受託事業費 3333,,881199 3333,,881199 1133,,338855 1133,,338855
静岡県、浜松・静岡商議所相談、生衛ｾﾝﾀｰ
しずおか焼津信金　他

　県協会事業費 881155 881155 883355 883355 総会、理事会、各種会議開催・参加等、PR他

　租税公課 550000 550000 550000 550000 消費税

事業費小計 77,,000077 4444,,331199 5511,,332266 66,,116611 2255,,444455 3311,,660066

②管　理　費 00 00 （（管管理理費費のの予予算算はは合合算算でで表表示示））

　役員報酬 22,,887700 11,,119900 役員報酬規程による

　給料手当 33,,990099 33,,993355 事務局雇用契約、理事業務手当規程による

　法定福利＋福利厚生費 440000 440000 社会保険料、通勤費、慶弔費

　交際費 00

　会議費 220000 事務関係会議

　旅費交通費 770000 770000 リモート進み減少傾向

　通信費 440000 440000

　消耗品費 110000 110000 事務用品

　水道光熱費 6600 6600

　支払手数料 550000 550000 会計業務委託、振込・ネットバンキング手数料

　地代家賃 11,,220000 11,,220000 ペガサート3階事務所家賃

　リース料 118800 118800 コピ－複合機等

　保険料 5500 5500 損害賠償保険料、火災保険料

　租税公課 116600 116600 契約書印紙

　雑　　　費 110000 33 上記に該当しない諸経費、予備費

管理費小計 1100,,882299 88,,887788

経常費用　計 6622,,115555 4400,,448844

当期経常増減額 22,,116688 7711

前期損益修正 00 00 前年度分損益修正

法人住民税 7711 7711 均等分

当期正味財産増減額 22,,009977 00

一般正味財産期首残高 1144,,447755 1133,,887722

一般正味財産期末残高 1166,,557722 1133,,887722

※※令令和和88年年度度のの収収益益はは受受注注がが決決定定ししたたももののだだけけをを計計上上ししたた。。

第第４４号号議議案案

※　収入の増加については、理事会決議を必要としない。
※　その他受託事業については、事業の実施（収支予算）を理事会決議で認める。
※　科目間の流用は、理事会決議で認める。
※　次年度の４月１日から総会までの支出については、今年度に準じて執行することを認める。

  一一般般社社団団法法人人静静岡岡県県中中小小企企業業診診断断士士協協会会　　令令和和８８年年度度収収支支（（正正味味財財産産増増減減計計算算書書））予予算算((案案））

令令 和和 ８８ 年年 度度 予予 算算 額額 令令 和和 ７７ 年年 度度 予予 算算 額額

公 益 事 業 収 益 事 業 合合 計計 公 益 事 業 収 益 事 業 合合 計計
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第５号議案   会費規程について 

本議案は、年会費の納付対象および未納会費の取扱いについて、会費規程上明確にするためのものです。 

当会においては、毎年 4月 1日現在に在籍する会員を基準として、当該年度の年会費をご負担いただいて
おります。 

これは、一般社団法人日本中小企業診断士協会連合会への納付金が、同日現在の在籍会員数に基づき算
定されることによるものです。 

また、定款第 10条においては、退会後においても未履行の義務は免れない旨が規定されておりますが、会
費規程上の記載が明確でないことから、年会費の取扱いについて一部に認識の相違が生じる場合がありま
した。 

このため、当該取扱いを会費規程に明記し、既存会員および新規入会者への周知を図ることにより、適正な
運用の徹底を図ることを目的として、本議案として上程するものです。 

旧 新 備考 

02.   会費規程 

（会 費） 

第３条 会費の金額は、次のとおりとする。 

 一 正会員 年額 ４３，０００円 

 二 準会員  年額 ２０，０００円 

 三 賛助会員（個人） 年額 ２０，０００円 

 四 賛助会員（法人） 年額 １口５０，０００

円とし、１口以上 

２ 会費は、毎年６月３０日までに、当該事

業年度分の年額を持参又は所定の預貯金

口座への振込み等により納入するものとす

る。 

３ 新規入会者は、入会時に当該事業年度

分の年額を納入するものとする。ただし、５

月１日から翌年の３月３１日までの間に入会

した場合は、入会した月以降の月割計算に

よる額を納入するものとする。 

４ 会員が死亡した場合は、当該事業年度

の会費は、死亡月までの月割計算による額

とすることができる。 

 

02.   会費規程 

（会 費） 

第３条 会費の金額は、次のとおりとする。 

 一 正会員 年額 ４３，０００円 

 二 準会員  年額 ２０，０００円 

 三 賛助会員（個人） 年額 ２０，０００円 

 四 賛助会員（法人） 年額 １口５０，０００

円とし、１口以上 

２ 会費は、毎年６月３０日までに、当該事

業年度分の年額を持参又は所定の預貯金

口座への振込み、、若若ししくくはは所所定定のの預預金金口口座座

振振替替等により納入するものとする。 

３ 新規入会者は、入会時に当該事業年度

分の年額を納入するものとする。ただし、５

月１日から翌年の３月３１日までの間に入会

した場合は、入会した月以降の月割計算に

よる額を納入するものとする。 

４ 会員が死亡した場合は、当該事業年度

の会費は、死亡月までの月割計算による額

とすることができる。 

５５  毎毎年年 44月月 11日日現現在在にに在在籍籍すするる会会員員はは、、

同同条条第第 22項項にによよりり当当該該年年度度のの年年会会費費をを納納

入入すするるももののととすするる。。定定款款第第８８条条第第２２項項（（４４））のの

規規定定にによよりり年年度度途途中中のの退退会会扱扱いいととななっってて

もも、、定定款款第第 1100条条のの規規定定にによよりり、、会会費費のの納納付付

義義務務はは免免れれなないい。。  
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